
請
願・陳
情
の
審
査
結
果

▼
採
択

　

●
請
願
第
２
号

　
　

  

山
の
手
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
の
住
民

バ
ス
社
会
実
験
継
続
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て

　

●
陳
情
第
48
号

　
　

  

重
度
障
が
い
者
が
広
く
働
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
通
勤
や
職
場
に
お
け
る
介
護

制
度
の
確
立
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出

に
つ
い
て

▼
不
採
択

　

●
請
願
第
３
号

　
　

  

基
礎
年
金
の
改
善
と
年
金
の
毎
月
支
給

を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

●
陳
情
第
31
号

　
　

  

新
潟
市
の
財
政
再
建
と
結
果
責
任
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

●
陳
情
第
32
号

　
　

  

新
潟
市
ぽ
い
捨
て
等
及
び
路
上
喫
煙
の

防
止
に
関
す
る
条
例
に
お
け
る
喫
煙
行

為
に
、
電
子
た
ば
こ
の
喫
煙
も
過
料
の

対
象
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
に
つ
い
て

　

●
陳
情
第
33
号

　
　

  

中
国
青
島
市
へ
の
意
味
不
明
の
議
員
視

察
の
中
止
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

●
陳
情
第
34
号

　
　

  「
年
齢
計
算
ニ
関
ス
ル
法
律
」の
改
正
に

つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

●
陳
情
第
35
号

　
　

  

審
査
庁
を
総
務
課
で
対
応
す
る
こ
と
に

つ
い
て（
第
１
項
お
よ
び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
36
号

　
　

  

審
査
請
求
に
対
す
る
速
や
か
な
対
応
を

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
第
１
項
お
よ

び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
37
号

　
　

  

審
査
庁
と
処
分
庁
が
同
じ
執
行
機
関
で

は
公
正
な
審
査
は
で
き
な
い
の
で
法
整

備
を
国
に
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
第

１
項
お
よ
び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
38
号

　
　

  

情
報
開
示
資
料
の
コ
ピ
ー
の
取
り
扱
い

の
統
一
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
第

１
項
お
よ
び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
39
号

　
　

  

市
民
病
院
の
案
内
表
示
看
板
が
樹
木
で

全
く
見
え
な
い
の
で
改
善
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て（
第
１
項
お
よ
び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
40
号

　
　

  

市
民
病
院
の
造
影
剤
投
与
の
説
明
と
同

意
書
は
検
査
の
都
度
実
施
す
る
こ
と
に

つ
い
て（
第
１
項
お
よ
び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
41
号

　
　

  

市
民
病
院
の「
文
書
を
提
出
し
な
い
と

答
え
な
い
。
回
答
す
る
か
は
別
」の
姿

勢
の
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
第
１
項
お
よ
び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
42
号

　
　

  「
市
長
へ
の
手
紙
」の
要
領
の
見
直
し
を

す
る
こ
と
に
つ
い
て（
第
１
項
お
よ
び

第
２
項
）

　

●
陳
情
第
43
号

　
　

  

市
民
か
ら
の
請
願
の
要
請
を
無
視
し
な

い
で
対
応
す
る
こ
と
に
つ
い
て（
第
１

項
お
よ
び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
44
号

　
　

  

市
は
各
課
に
任
せ
き
り
に
し
な
い
で
指

導
監
督
す
る
こ
と
に
つ
い
て（
第
１
項

か
ら
第
３
項
）

　

●
陳
情
第
45
号

　
　

  

各
課
ば
ら
ば
ら
で
な
く
市
民
対
応
を
統

一
す
る
こ
と
に
つ
い
て（
第
１
項
お
よ

び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
46
号

　
　

  

市
民
病
院
職
員
の
懲
戒
に
対
す
る
審
査

会
の
審
議
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て

（
第
１
項
お
よ
び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
47
号

　
　

  

市
民
病
院
の
法
律
相
談
に
関
す
る
報
酬

の
予
算
執
行
を
適
正
に
行
う
こ
と
に
つ

い
て（
第
１
項
お
よ
び
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
49
号

　
　

  

新
潟
市
職
員
の
月
給
引
き
上
げ
の
中
止

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

●
陳
情
第
50
号

　
　

  

審
査
請
求
に
対
す
る
口
頭
意
見
陳
述
を

適
正
に
行
う
こ
と
に
つ
い
て（
第
１
項

か
ら
第
４
項
）

　

●
陳
情
第
51
号

　
　

  

市
民
病
院
は
情
報
開
示
を
適
正
に
行
う

こ
と
に
つ
い
て（
第
１
項
か
ら
第
３
項
）

　

●
陳
情
第
53
号

　
　

  

情
報
公
開
文
書
の
コ
ピ
ー
代
を
正
し
い

金
額
に
改
正
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
第
２
項
）

　

●
陳
情
第
55
号

　
　

  

秋
葉
区
山
の
手
地
区
住
民
バ
ス
の
廃
止

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

■ 議 案 と そ の 結 果 ■
【市長提出】
議案番号 件　　　名 結果
第98号 決算の認定について（９月定例会で継続審査となったもの） 認定
第103号 令和元年度新潟市一般会計補正予算 可決
第104号 新潟市特別職の職員の給与の特例に関する条例の制定について［市長

及び副市長について俸給の一部の減額を行うもの］
可決

第105号 新潟市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の制定につ
いて［社会福祉法の改正に伴い、無料低額宿泊所の設備及び運営の基
準に関する規定を整備するもの］

可決

第106号 新潟市債権管理条例の一部改正について［民法の改正に伴い、延滞金
の徴収等に関する規定を整備するもの］

可決

第107号 新潟市コミュニティセンター及びコミュニティハウス条例の一部改正
について［西内野ひまわりクラブの移転に伴い、西コミュニティセン
ターに関する規定を整備するもの］

可決

第108号 新潟市保育所条例及び新潟市地域保健福祉センター条例の一部改正に
ついて［万代保育園及び宮浦乳児保育園の統合・移転、並びに中央区
東地域保健福祉センターの移転に伴い、関連する規定を整備するもの］

可決

第109号 新潟市立児童発達支援センター条例の一部改正について［保育所等訪
問支援事業の開始に伴い、関連する規定を整備するもの］

可決

第110号 新潟市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正に
ついて［省令等の改正に伴い、保育所等の設備の基準に関する規定を
整備するもの］

可決

第111号 新潟市老人デイサービスセンター条例の一部改正について［公設老人
デイサービスセンターの見直しに伴い、関連する規定を整備するもの］

可決

第112号 新潟市営住宅条例の一部改正について［市営住宅入居時の連帯保証人
を不要とすることなどに伴い、関連する規定を整備するもの］

可決

第113号 下越障害福祉事務組合規約の変更について［新発田地域老人福祉保健
事務組合と下越障害福祉事務組合の統合に伴い、規約を変更するもの］

可決

第114号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新
潟県市町村総合事務組合規約の変更について［新発田地域老人福祉保
健事務組合の解散に伴い、規約を変更するもの］

可決

第115号 当せん金付証票の発売について［令和２年度の当せん金付証票の発売
限度額を定めるもの］

可決

第116号 契約の締結について［小須戸橋架替工事］ 可決
第117号 指定管理者の指定について［木崎コミュニティセンターなどの管理を

行わせるもの］
可決

第118号 指定管理者の指定について［下山コミュニティハウスなどの管理を行
わせるもの］

可決

第119号 指定管理者の指定について［鳥屋野運動公園馬場の管理を行わせるもの］可決
第120号 指定管理者の指定について［山二ツ運動広場の管理を行わせるもの］ 可決
第121号 指定管理者の指定について［二本木地区コミュニティセンターなどの

管理を行わせるもの］
可決

第122号 指定管理者の指定について［亀田市民会館などの管理を行わせるもの］ 可決
第123号 指定管理者の指定について［新飯田地域生活センターなどの管理を行

わせるもの］
可決

第124号 指定管理者の指定について［潟東地域コミュニティセンターの管理を
行わせるもの］

可決

第125号 指定管理者の指定について［岩室民俗史料館の管理を行わせるもの］ 可決
第126号 指定管理者の指定について［岩室体育館などの管理を行わせるもの］ 可決
第127号 指定管理者の指定について［西川野球場などの管理を行わせるもの］ 可決
第128号 指定管理者の指定について［中之口体育館などの管理を行わせるもの］ 可決
第129号 指定管理者の指定について［バイオリサーチセンターの管理を行わせるもの］可決
第130号 指定管理者の指定について［北区文化会館の管理を行わせるもの］ 可決
第131号 指定管理者の指定について［新津地区グリーンセンターの管理を行わ

せるもの］
可決

第132号 指定管理者の指定について［岩室健康増進センターの管理を行わせるもの］可決
第133号 指定管理者の指定について［岩室観光施設の管理を行わせるもの］ 可決
第134号 指定管理者の指定について［中之口農業体験公園の管理を行わせるもの］可決

議案番号 件　　　名 結果
第135号 指定管理者の指定について［障がい者デイサポートセンターの管理を

行わせるもの］
可決

第136号 指定管理者の指定について［乳児院の管理を行わせるもの］ 可決
第137号 指定管理者の指定について［小林ひまわりクラブの管理を行わせるもの］可決
第138号 指定管理者の指定について［新通つばさひまわりクラブの管理を行わ

せるもの］
可決

第139号 指定管理者の指定について［老人憩の家阿賀浜荘などの管理を行わせるもの］可決
第140号 指定管理者の指定について［こども創作活動館の管理を行わせるもの］ 可決
第141号 指定管理者の指定について［老人憩の家松崎荘などの管理を行わせるもの］可決
第142号 指定管理者の指定について［老人デイサービスセンター藤見の管理を

行わせるもの］
可決

第143号 指定管理者の指定について［老人憩の家ひばり荘の管理を行わせるもの］可決
第144号 指定管理者の指定について［老人憩の家沼垂荘などの管理を行わせるもの］可決
第145号 指定管理者の指定について［老人デイサービスセンター早川町の管理

を行わせるもの］
可決

第146号 指定管理者の指定について［老人憩の家大江山荘などの管理を行わせるもの］可決
第147号 指定管理者の指定について［新津斎場の管理を行わせるもの］ 可決
第148号 指定管理者の指定について［南区月潟健康センターなどの管理を行わ

せるもの］
可決

第149号 指定管理者の指定について［白根児童センターなどの管理を行わせるもの］可決
第150号 指定管理者の指定について［老人福祉センター黒埼荘などの管理を行

わせるもの］
可決

第151号 指定管理者の指定について［老人憩の家新川荘などの管理を行わせるもの］可決
第152号 指定管理者の指定について［老人憩の家かすがい荘の管理を行わせるもの］可決
第153号 指定管理者の指定について［老人デイサービスセンター潟東などの管

理を行わせるもの］
可決

第154号 指定管理者の指定について［老人デイサービスセンター中之口の管理
を行わせるもの］

可決

第155号 指定管理者の指定について［信濃バレー親水レクリエーション広場の
管理を行わせるもの］

可決

第156号 令和元年度新潟市一般会計補正予算 継続審査
第157号 令和元年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算 継続審査
第158号 令和元年度新潟市中央卸売市場事業会計補正予算 継続審査
第159号 令和元年度新潟市介護保険事業会計補正予算 継続審査
第160号 令和元年度新潟市下水道事業会計補正予算 継続審査
第161号 令和元年度新潟市水道事業会計補正予算 継続審査
第162号 令和元年度新潟市病院事業会計補正予算 継続審査
第163号 新潟市給与条例等の一部改正について［第163号および第164号は、人

事委員会の勧告に基づき、俸給表の改定などを行うもの］
継続審査

第164号 新潟市教育職員給与条例の一部改正について 継続審査
諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について［任期満了に伴うもの　９名］ 同意

【議員提出】
議案番号 件　　　名 結果
第７号 消費税を５％に戻すことを求める意見書の提出について 否決
第８号 桜を見る会の私物化疑惑の徹底究明を求める意見書の提出について 否決
第９号 重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制

度の確立を求める意見書の提出について
可決

各会派の賛否状況や議案の内容を市議会ホーム
ページに掲載しています。下記のURLまたは右
記のQRコードからアクセスしてご覧ください。
URL：http://www.city.niigata.lg.jp/shigikai/index_honkaigi/honkaigi_kekka/index.html

▶スマート
　フォンは
　こちらから

にいがた市議会だより 6令和２年（2020年）２月２日

●市議会だよりに関するご感想などがありましたらお聞かせください。ご連絡は議会事務局調査法制課へ　☎025－226－3385（直通）


